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要　約
　パテント誌令和2年5月号に掲載された「大学や研究機関で生まれるデータとその利活用ルールを巡る動
き」に対して，意見論文「研究機関のデータの利活用に向けたデータ保護法制の現状と課題－ sector-
specific 規制からDFFT へ－」を寄稿いただいた。意見論文では，当該論文の議論を補足する位置づけで，
現在進行形の政策動向を取り上げ，3つの論点（①多様なデータを複数のルールの下で一元的に管理していく
仕組み，②弁理士はどのように貢献していくことができるか，③本論で検討できていない課題等）に対する回
答を示された。
　本稿では，意見論文で回答いただいた3つの論点を中心にコメントを述べ回答としたい。
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1．はじめに
　パテント誌令和 2年 5月号に掲載された「大学や研
究機関で生まれるデータとその利活用ルールを巡る動
き（以下，当該論文）」に対して意見論文「研究機関
のデータの利活用に向けたデータ保護法制の現状と課
題－ sector-specific 規制から DFFT へ－（以下，意
見論文）」を寄稿いただいた。意見論文では，当該論
文の補足の位置づけで，改正個人情報保護法や現在進
行形の政策動向を取り上げられ，知的財産としての
データに関する議論状況を俯瞰された上で，3つの論
点（①多様なデータを複数のルールの下で一元的に管
理していく仕組み，②弁理士はどのように貢献してい
くことができるか，③本論で検討できていない課題

等）に対する回答を示された。
　本稿では意見論文で回答いただいた 3つの論点を中
心にコメントを述べ，当該論文の著者らからの回答と
させて頂きたい。

2�．論点 1「多様なデータを複数のルールの下で
一元的に管理していく仕組み」について

　著者らが当該論文を執筆するに至った動機は，著者
らの所属する国立大学での産学連携の現場の業務にあ
りました。企業でのAI 等による解析や学習モデル開
発のために大学からデータを提供することやデータプ
ラットフォーム構築の構想等について研究者から相談
が増えており，知的財産としてのデータ提供について
学内規則や運用の仕組み作りが急務となっていまし
た。一方で，これらの業務に関連して学内外で意見交
換や情報収集を進めると，付属病院を抱える大学では
臨床データの提供の規則化が先行して進んでおり，ま
た，オープンサイエンスの推進の施策として国立研究
機関でのデータポリシーの策定，データの公開，レポ
ジトリの整備等の要請も同時進行していることが理解
されました。

※ �東京工業大学　研究・産学連携本部
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　専門家人材に乏しい大学ではありますが，オープン
サイエンスの推進や個人情報管理，倫理審査委員会等
は産学連携の部門とは異なる組織の所轄にあって，そ
れぞれが異なる官庁部局等の行政指導のもとで活動を
しています。データの取扱についても関係者と議論を
重ねる中で，意見論文で端的に示されたように「セク
タースペシフィックな規制」がデータの流通を加速し
ながらブレーキとなっているような側面も感じまし
た。昨年，UNITTのアニュアルカンファレンスに参
加した際にも，参加した複数のセッションでデータに
ついて議論がありました。ところが，個々のセッショ
ンによって質疑応答のニュアンスも少しずつ異なって
おり，研究推進・産学連携に関わる専門人材でもデー
タの利活用のルールを巡る動きの全ては把握しきれて
いないことを感じました。そのため，当該論文の執筆
に際しては，データの利活用に関する動向の全貌が広
く多くの知財専門家に共有されることで，個々の検討
の議論の中でのバックグラウンド知識の違いによる誤
解や意見のすれ違いも少なくなってくるものとの期待
もありました。
　意見論文では，著者らの現場での素朴な印象を「『個
人情報保護条例 2000 個問題』に象徴される」事態」
と表現され，かつ，正確な情報源等で補足いただいて
おります。また，「セクタースペシフィックな規制が
法令レベルでは解決に向かいつつ」あり，「DFFT
（Data�Free�Flow�with�Trust）」の理念による管理の
在り方に言及されており，示唆に富む内容として拝読
させていただきました。
　また，「オープンサイエンスと医療情報のようなセ
ンシティブデータの取扱いのような，一見相反する場
面」における「目的達成のための制度と，技術（秘密
計算技術，匿名加工化技術）の設計」は，現場では大
きな負担となる課題であることを改めて認識した次第
です。

3�．論点 2「弁理士はどのように貢献していくこ
とができるか」について

　意見論文での指摘の通り，課題 2 に関しては平成
30 年弁理士法改正によりデータ関連業務が追加され
たことは会員も認識しているところと思います。一方
で，具体的にどのような業務があって，弁理士にどの
ような知見と能力が期待されているかは，個々の現場
や相談を受けた経験がないと想像するのが難しいとこ

ろがあるように思います。
　意見論文においても触れられているように，大学や
研究機関においては，リサーチ・アドミニストレー
ターの活躍の機会が増えており，データに関する契約
やガイドライン，ポリシー，規則等の整備への関与も
増加しています。全ての大学や研究機関で専任のリ
サーチ・アドミニストレーターを雇用できるものでも
ないことから，学外の弁理士への業務の委託や案件の
相談等の機会も増えてくることが予想され，弁理士の
活躍の場として期待するところであります。

4�．論点 3「本論で検討できていない課題等」に
ついて

　意見論文では，「日本のデータを巡る政策動向」か
ら個人データ保護法制まで，当該論文では十分に言及
できていないトピックについても体系的に詳説いただ
きました。特に，概論的なまとめに留まらず，審議会
等での有識者の見解まで簡潔に整理されており，読者
においても理解を深めることができるものと思います。
　また，意見論文では，自由な情報の流通の阻害要因
の一つとして，「倫理審査委員会 3000 個問題」，特に
非医学系の学問分野では，審査基準が一貫していない
状況が存在することが挙げられ，その分析が必要であ
ることに言及されています。当該論文では取り上げて
いない論点（1）であり，現在，倫理審査委員会の集約化，
質保証の取り組み，倫理指針の統合の検討（2）がなされ
ているところでありますが，今後の調査・研究が待た
れるところと考えます。

5．その他
　なお，当該論文と意見論文では取り上げられていま
せんでしたが，2020 年 5 月に日本学術会議がアカデ
ミアを代表する立場から「オープンサイエンスの深化
と推進に向けて」をまとめ，「オープンサイエンスを，
各研究分野におけるデータ駆動科学の現状も加味した
総合的な視点でとらえ，研究データ共有の促進と共有
のためのプラットフォームの重要性を明らか」にして
います。
　「研究者が多層に関係する種々のルールに配慮する
ことは大きな負担に」なることを指摘の上で，国内外
のアカデミアでの研究分野毎のデータの管理・活用の
状況についても丁寧に説明されています。当該論文の
トピックについても「データが中心的役割を果たす時
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代のルール作りの必要性」を提言としてまとめてお
り，データの利活用に関心ある読者にとって大いに参
考になるものと考えます（3）。

6．おわりに
　意見論文「研究機関のデータの利活用に向けたデー
タ保護法制の現状と課題－ sector-specific 規制から
DFFT へ－」において回答いただいた 3つの論点を
中心にコメントを述べさせていただいた。知的財産と
してのデータ，データ流通に関心のある読者において
は，当該論文と意見論文の併読を頂くことで理解を深
めることができるものと考えられます。

（参考文献）
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究」や「多機関共同研究」の定義等が新設される見込み。
（2020 年 6 月 29 日に意見公募手続き開始）
（3）日本学術会議，オープンサイエンスの深化と推進に向けて，
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